
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
猛夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

2020.1.16  
新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認された日です。それから４年半が経
ちました。先日、あるグループのコンサートに行ってきました。席の間を開けると
か、声を出さないとか、マスク着用とか、一切関係なく超満員で大いに盛り上がって
いました。イベントというイベントは中止となり、居酒屋に行くのは悪のように見ら
れ、極めて不自由で閉塞的な時期を過ごしてきたあの頃のことは、既にもはや記憶の
かなたに追いやられ、すっかり元の生活に戻りました。 

１１週連続で増加? 

厚労省の発表によると、新型コロナ患者数が７月 21 日までの 1 週間で 1 つの医療機
関当たりの平均患者数が 13.62 人で前の週の 1.22 倍となり、11 週連続で増加してい
ます。増加傾向が続いていて、これまでもお盆明けが感染拡大のピークだったことを
踏まえると、今後も感染者が増えることが見込まれます。九州方面での数値が高い傾
向があり、多い県で 31.08 人、静岡は 13.96 人でほぼ全国平均値となっています。 

KP.3? 
様々な株の種類が時期によって変異しながら流行してきていましたが、現在はオミク
ロンの派生「KP.3」というウイルスが日本だけでなく北半球全体で主流となっていま
す。従来のウイルスよりも過去の感染やワクチンによる免疫を逃れる能力が高く、感
染力がやや強い。症状の重さなどはこれまでと変わらないが、直近の厚労省のデータ
では新型コロナによる入院が増えていることもあり注意が必要です。夏風邪と思って
受診したらコロナだったというケースもあるようです。ワクチン接種や罹患経験のあ
る方は症状が軽くなる傾向があるため、自覚症状がないという方も多いと思われま
す。重症化は少ないといわれていますが、この猛暑の中に高熱で苦しむのは想像した
だけでも厳しいと思われ、手洗いやうがいなどの基本的なことをやってみましょう。 

がんばれニッポン! 
東京大会がコロナで翌年に延期されてからもう３年。パリオリンピックが開幕しまし
た。詩選手は残念でしたが、柔道、フェンシング、スケートボードでのメダル獲得!
熱帯夜の寝不足で体調を崩すことの無いよう、水分補給とビールの飲み過ぎにも十分
注意しましょう。では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

いろいろなスポーツがメジャーになっ

て、（あくまでも個人的な感想です

が）以前に比べて下火になったかと

思っていたプロ野球。失礼しました。

全然そんなことはありません。ちょっ

と見に行くかと思っても席なんか空

いていません。週休 1日の連戦にも

関わらず、毎日 6試合ほぼ満員とな

る集客を誇る興業、ニッポンのプロ

野球！外国からのお客様も多く、ニ

ッポン式の応援が楽しいようです。 

フェスもライブもスポーツ観戦もお祭

りも、いろいろな楽しみの多い夏。偶

然に見る大きな花火や幼稚園の園

庭にみる流しそうめん。様々な場面

で夏を感じて、情緒も感じて良い！

…なのですが、とにかく暑い！ 

プロ野球以上に、高校野球。炎天下の

中、常に全力プレー。清々しさを上回

る熱中症の心配。選手も応援団も本

当に大変です。久しぶりの掛西も応援

しようと思います。そろそろ甲子園もド

－ムにした方がよいのでは？ 

しばらく我慢していたことの反動の

せいか、一生懸命遊ぶ人が増えた

ように感じます。国内の多くのレジャ

ー施設でコロナ前を上回る人出を見

込み、経済循環も好調になりそう。 

現地でもテレビでも、観戦しながら、

ビールを飲むことには変わりなく。冷

たいビールが美味しいのは暑い夏

のおかげ。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

ワン
ポイント

（葉月）AUGUST

11日・山の日　12日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土

8月◆  8月の税務と労務

8 2024（令和6年）

相続人申告登記　相続登記が令和6年4月から義務化されましたが、期限内の申請が難しい
場合に、簡易に義務を履行できる手続きが「相続人申告登記」です。相続登記の義務不履行に
よる過料を回避できるメリットがありますが、相続した不動産を売却したり抵当権を設定する
際には、通常の相続登記が必要な点にご注意ください。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月13日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 9月2日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 9月2日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 9月2日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 9月2日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市区町村の条例で定める日

 ・ 
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経
営
の
判
断
・
評
価
が
、
か
ん
、
コ

ツ
、
経
験
、
度
胸
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
き
た
（
経
営
者
の
暗
黙
知
）
の
で

今
後
は
、
経
営
に
必
要
と
な
る
デ
ー

タ
で
補
っ
て
事
業
を
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
っ
た
認
識
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
多
く
の
中
小
企
業
経
営
者
は
そ
の

考
え
方
に
賛
同
す
る
も
の
の
、「
で
は
、

デ
ー
タ
は
ど
う
集
め
る
の
か
」「
そ
も

そ
も
、改
ま
っ
て
考
え
る
と
デ
ー
タ
っ

て
何
で
す
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
止

ま
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

１
　
デ
ー
タ
の
意
味

　
す
で
に
何
度
も
「
デ
ー
タ
」
と
い

う
単
語
が
出
て
き
ま
し
た
。
大
雑
把

に
言
い
ま
す
と
、
デ
ー
タ
は
資
料
と

同
じ
意
味
で
、
小
中
学
校
で
は
「
資

料
」、
高
校
以
降
で
は
「
デ
ー
タ
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。

　
そ
し
て
、
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
た

め
の
段
階
を
示
す
と
、
デ
ー
タ
（
そ

れ
自
体
で
は
意
味
を
持
た
な
い
数

字
・
記
号
な
ど
）
⬇
情
報
（
デ
ー
タ

を
何
ら
か
の
基
準
で
整
理
し
て
意
味

づ
け
ら
れ
た
も
の
）
⬇
知
識
（
情
報

を
ま
と
め
て
体
系
化
・
構
造
化
す
る

こ
と
で
、
規
則
性
、
傾
向
、
知
見
を

導
き
出
し
た
も
の
）
⬇
知
恵
（
知
識

を
正
し
く
認
識
、
判
断
し
課
題
や
解

決
に
つ
な
が
る
ア
イ
デ
ア
・
指
針
）

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
で
は
、
デ
ー
タ
の
簡
単
な
例
を
挙

げ
て
み
ま
す
。
１
５
６
、
１
６
０
、

１
６
５
、
１
６
８
、
１
７
０
、
１
７

５
（
㎝
）
―
こ
れ
は
あ
る
ク
ラ
ス
の

６
人
の
身
長
の
数
字
で
す
。
こ
の
６

つ
の
値
全
体
を
デ
ー
タ
と
言
い
ま
す
。

　
こ
れ
だ
け
で
も
数
字
に
苦
手
意
識

を
持
つ
方
も
い
ま
す
。「
数
字
で
の

ノ
ル
マ
」「
数
字
で
説
明
を
し
ろ
」
な

ど
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
る
人
も

少
な
く
な
い
か
ら
で
す
。
で
も
そ
れ

は
他
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
数
字
だ
か

ら
で
す
。「
目
の
前
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
自
分
で
数
字
を
取
り
に

行
く
」こ
と
が
基
本
で
す
。

　
難
題
で
も
、「
数
字
と
い
う
ツ
ー

ル
に
よ
り
解
決
で
き
た
」、
と
い
う

体
験
を
す
る
と
仕
事
の
や
り
方
も
変

わ
り
ま
す
。
後
に
事
例
の
紹
介
を
し

ま
す
が
、
そ
の
前
に
デ
ー
タ
の
種
類

等
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。２ 

　
デ
ー
タ
の
種
類
と

そ
の
収
集
方
法

　
収
集
方
法
の
違
い
か
ら
デ
ー
タ
の

種
類
を
見
る
と

◆
調
査
デ
ー
タ

　
　
研
究
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど

で
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
収
集

　
例 

…
政
府
統
計
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
、
財
務
状
況
、
ア
ン
ケ
ー
ト

◆
観
測
デ
ー
タ

　
　
天
体
観
測
や
気
象
観
測
な
ど
の

よ
う
に
探
査
機
や
気
象
レ
ー
ダ
ー

か
ら
収
集

　
例
…
ア
メ
ダ
ス
、
衛
星
写
真

◆
実
験
デ
ー
タ

　
　
原
因
の
効
果
を
測
定
す
る
た

め
、
他
の
条
件
は
同
じ
に
し
た
サ

ン
プ
ル
を
作
成
し
収
集
比
較

　
例 

…
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を

使
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
広
告
の
比

較
実
験

◆
行
動
ロ
グ
デ
ー
タ

　
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
行
動
ロ
グ
や

G
P
S
か
ら
デ
ー
タ
を
収
集

　
例 

…
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
商
圏
の

分
析

◆
マ
シ
ン
ロ
グ
デ
ー
タ

　
　
加
工
・
製
造
機
器
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
か
ら
収
集

　
例 

…
プ
ラ
ン
ト
の
制
御
シ
ス
テ
ム
、

自
動
車
の
制
御
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

等
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
観
点

か
ら
デ
ー
タ
は
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
近
年
「
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
経
営

を
し
よ
う
」
と
い
っ
た
掛
け
声
の
下
、

盛
ん
に
「
デ
ー
タ
活
用
」
の
成
功
事

例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
従
来
の

データ活用の経営
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で
は
、
デ
ー
タ
は
ど
の
よ
う
に
情
報

に
し
て
活
用
し
て
い
く
の
か
、
説
明

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
　
デ
ー
タ
の
活
用

　
以
前
、
北
海
道
の
あ
る
農
業
協
同

組
合
で
は
、
出
荷
す
る
ニ
ン
ジ
ン
の

等
級
（
Ｌ
・
Ｍ
・
Ｓ
サ
イ
ズ
等
）
を

選
別
す
る
と
き
に
機
械
で
行
っ
て
い

る
と
い
う
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
場
に
出
す
ニ
ン
ジ
ン
の
選
別
は

重
さ
、
形
、
傷
の
有
無
、
大
き
さ
等

を
人
に
頼
っ
た
判
断
で
、
出
荷
し
た

農
家
と
受
け
取
っ
た
卸
売
市
場
関
係

者
の
見
方
が
異
な
る
点
に
農
家
は
頭

を
悩
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
メ
ー
カ
ー
に
依
頼
す
る
と
、

メ
ー
カ
ー
の
担
当
者
は
ニ
ン
ジ
ン
を

重
さ
、
形
、
大
き
さ
、
傷
の
状
態
等

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
３
０
０
０
枚
ほ

ど
の
写
真
を
撮
り
、
そ
れ
を
熟
練
の

農
業
組
合
の
方
に
提
示
。
組
合
員
が

各
写
真
を
L
・
M
・
S
等
に
区
分

け
し
、
こ
れ
を
基
に
機
械
に
区
分
け

の
仕
方
を
学
習
（
マ
シ
ン
ラ
ー
ニ
ン

グ
）さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
の
ニ
ン
ジ
ン
選
別
の
工
程

で
す
が
、
先
ず
、
整
列
機
に
相
当
数

の
ニ
ン
ジ
ン
を
入
れ
↓
ベ
ル
ト
コ
ン

ベ
ア
に
次
々
と
流
し
て
い
く
↓
コ
ン

ベ
ア
上
に
設
置
の
カ
メ
ラ
は
ニ
ン
ジ

ン
を
撮
影
し
パ
ソ
コ
ン
に
そ
の
デ
ー

タ
を
伝
え
る
↓
パ
ソ
コ
ン
は
L
・
M
・

S
、
不
良
品
等
の
判
別
を
し
て
該

当
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
に
指
示
↓
ニ

ン
ジ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ベ
ル
ト
へ
継

続
的
に
流
れ
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
は
町
工
場
の
A

I
活
用
で
も
よ
く
見
か
け
ま
す
。

　
Y
プ
レ
ス
は
、
月
当
た
り
50
万
個

の
製
品
を
目
視
検
査
し
て
い
ま
し
た
。

従
業
員
６
名
で
約
10
日
間
か
か
っ
て

お
り
機
械
を
導
入
。
導
入
後
は
検
査

す
る
製
品
数
が
50
万
個
↓
２
万
個
に

減
少
、
A
I
が
判
定
し
た
48
万
個
は

良
品
と
し
て
そ
の
ま
ま
出
荷
。

　
結
果
、
A
I
が
不
良
品
と
し
て
判

定
し
た
製
品
（
２
万
個
）
に
は
不
良

品
と
良
品
が
含
ま
れ
る
た
め
、
再
度

検
査
員
が
目
視
検
査
。
検
査
に
要
す

る
総
時
間
が
40
％
削
減
。
な
お
、
購

入
費
用
は
約
30
万
円
、
導
入
期
間
は

約
70
日
間
で
し
た
。

４
　
デ
ー
タ
を
情
報
に
す
る

　
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
紹
介
し

た
と
こ
ろ
で
、
デ
ー
タ
を
情
報
に
す

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
に
つ

い
て
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
先
述
の
身
長
を
体
重
と
の
関
係
で

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
6
人

の
学
生
の
身
長
と
体
重
は
下
表
の
と

お
り
で
し
た
。

　
一
般
的
に
身
長
が
高
い
人
は
体
重

の
数
値
も
大
き
い
と
予
想
さ
れ
ま

す
。
こ
の
関
係
を
グ
ラ
フ
に
し
た
の

が
下
図
で
す
。
身
長
と
体
重
の
関
係

式
を
求
め
る
に
は
（
回
帰
分
析
）、

表
計
算
ソ
フ
ト
に
組
み
込
ま
れ
た
式

で
、
下
記
枠
内
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　
１
８
０
㎝
の
人
の
体
重

は
下
記
の
計
算
式
か
ら

66
・
４
㎏
位
と
予
想
で
き

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
分
析
は
例

え
ば
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
来

店
客
数
と
日
毎
の
売
上
金

額
、
平
日
、
休
日
、
最
高

温
度
等
の
関
係
か
ら
分
析

し
、
最
上
金
額
が
定
ま
る

構
造
を
確
定
し
た
い
と
い
っ
た
こ
と

に
も
応
用
さ
れ
ま
す
。

　
某
研
究
所
は
広
告
会
社
の
委
託
か

ら
、
あ
る
商
品
の
宣
伝
に
Y
o
u 

T
u
b
e
、
F
a
c
e
b
o
o
k
、

新
聞
に
ど
の
よ
う
な
配
分
で
お
金
を

投
入
す
る
と
効
果
が
あ
る
か
の
関
係

式
を
算
出
し
て
い
ま
す
。

70

60

50

150　　　160　　　170　　　180 ［cm］X　身長

y　体重
［kg］ y=ax+b

y=0.5857X－39.027
表　６人の学生の身長と体重
身長（㎝） 体重（㎏）
156 51
160 55
165 56
168 65
170 60
175 61

計算式
Y（体重）＝0.5857X（身長）－39.027
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中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
は
、
取

引
先
事
業
者
が
倒
産
し
た
際
に
、
中

小
企
業
が
連
鎖
倒
産
や
経
営
難
に
陥

る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
昭
和
53
年
に

創
設
さ
れ
た
制
度
で
、
独
立
行
政
法

人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
（
中
小

機
構
）
が
運
営
し
て
い
ま
す
。
昭
和

40
年
代
後
半
は
、
景
気
後
退
に
よ
る

倒
産
件
数
が
増
大
し
ま
し
た
。
中
小

企
業
は
取
引
先
企
業
の
財
務
情
報
な

ど
の
入
手
が
困
難
な
た
め
、
突
然
の

取
引
先
企
業
の
倒
産
で
被
害
を
受
け

る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
中
小
企

業
の
相
互
救
済
の
仕
組
み
と
し
て
、

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　
今
年
度
税
制
改
正
で
、
中
小
企
業

倒
産
防
止
共
済
掛
金
の
損
金
算
入

に
、
一
定
の
制
限
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。共

済
へ
の
加
入  

　
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
に
加
入

で
き
る
企
業
は
、
引
き
続
き
１
年
以

上
事
業
を
行
っ
て
い
る
中
小
企
業
者

で
、
表
１
の
資
本
金
等
の
額
ま
た
は

従
業
員
数
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

個
人
事
業
主
ま
た
は
会
社
な
ど
で

す
。
た
だ
し
、
住
所
や
主
た
る
事
業

の
変
更
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
た

め
継
続
的
な
取
引
の
状
況
把
握
が
困

難
な
企
業
な
ど
、
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
は
、加
入
で
き
ま
せ
ん
。

　
加
入
す
る
際
に
は
、
契
約
申
込
書

や
掛
金
預
金
口
座
振
替
申
出
書
（
※
）

等
の
書
類
を
、
中
小
機
構
と
業
務
委

託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
委
託
団
体

ま
た
は
金
融
機
関
（
代
理
店
）
に
提

出
を
し
ま
す
。
委
託
団
体
や
代
理
店

の
求
め
に
よ
り
、
登
記
事
項
証
明
書

や
納
税
証
明
書
、
確
定
申
告
書
な
ど

の
書
類
の
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
　
委
託
団
体
で
申
し
込
む
場
合

は
、
事
前
に
預
金
口
座
の
あ
る
金

融
機
関
で
確
認
を
受
け
ま
す
。

共
済
掛
金  

　
共
済
掛
金
は
、
月
額
で
５
千
円
か

ら
20
万
円
ま
で
の
範
囲
で
、
自
由
に

選
択
で
き
ま
す
。
そ
し
て
掛
金
の
総

額
が
８
０
０
万
円
に
達
す
る
ま
で
、

積
み
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
掛
金
は
、
掛
金
前
納
申
出
書
を
提

出
す
る
こ
と
で
、
前
納
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
な
お
加
入
の
申
し
込
み

時
に
前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、
契

約
申
込
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
ま
す
。

　
納
付
し
た
掛
金
は
、
事
業
所
得
の

必
要
経
費
ま
た
は
法
人
の
損
金
の
額

に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

共
済
金
の
貸
付  

　
共
済
の
契
約
者
は
、「
加
入
後
6

か
月
以
上
を
経
過
し
、
か
つ
6
か
月

以
上
の
掛
金
を
納
付
し
て
い
る
」「
共

済
契
約
者
の
直
接
の
取
引
先
事
業
者

が
倒
産
し
た
」「
取
引
先
事
業
者
の

倒
産
に
よ
り
、
売
掛
金
債
権
な
ど
の

回
収
が
困
難
と
な
っ
た
」
な
ど
の
条

件
を
満
た
す
と
、
共
済
金
の
貸
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
共
済
金
の
額
が
少
額
な
ど

の
一
定
の
場
合
は
、
貸
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
取
引
先

が
夜
逃
げ
な
ど
を
し
た
場
合
は
、
こ

の
制
度
で
い
う
「
倒
産
」
に
は
該
当

し
な
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
共
済
金
の
貸
付
に
は
、
担
保
や
保

証
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

貸
付
利
子
は
無
利
子
で
す
。た
だ
し
、

貸
付
を
受
け
た
共
済
金
の
額
の
10
分

表 1　加入要件
業種 資本金等の額 従業員数

製造業、建設業、運送業、その他 3億円以下 300 人以下
卸売業 1億円以下 100 人以下
小売業 5千万円以下 50 人以下
サービス業 5千万円以下 100 人以下
ゴム製品製造業（※） 3 億円以下 900 人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300 人以下
旅館業 5千万円以下 200 人以下
※ 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト
製造業を除く

中小企業
倒産防止共済

～再加入時の損金算入制限が新設～
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の
１
に
相
当
す
る
金
額
が
、
納
付
し

た
掛
金
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
共
済
金
貸
付
制
度
と
は
別

に
、
取
引
先
が
倒
産
し
て
い
な
く
て

も
臨
時
に
事
業
資
金
が
必
要
な
場
合

に
借
入
れ
で
き
る
、
一
時
貸
付
金
制

度
も
あ
り
ま
す
。

解
約
と
解
約
手
当
金  

　
共
済
契
約
の
解
約
に
は
、「
任
意

解
約
」「
機
構
解
約
」「
み
な
し
解
約
」

の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。
解
約
を
し
た

場
合
、
掛
金
納
付
月
数
が
12
か
月
以

上
の
と
き
は
、
掛
金
の
納
付
月
数
等

に
応
じ
て
掛
金
総
額
の
75
％
か
ら

１
０
０
％
相
当
額
の
解
約
手
当
金
が

支
払
わ
れ
ま
す（
表
２
参
照
）。

　
解
約
手
当
金
は
、
事
業
所
得
の
収

入
金
額
ま
た
は
法
人
の
益
金
の
額
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

令
和
６
年
度
税
制
改
正  

　
昨
今
、
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

に
つ
い
て
は
、
加
入
後
３
年
目
か
ら

４
年
目
に
解
約
し
、
そ
の
後
す
ぐ
に

再
加
入
す
る
件
数
が
増
え
て
い
ま

す
。
前
述
の
よ
う
に
共
済
掛
金
に
は
、

事
業
所
得
の
必
要
経
費
ま
た
は
損
金

の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
あ
り
、

加
入
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
こ

の
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
あ
る
こ
と

が
加
入
の
決
め
手
で
あ
る
と
い
う
回

答
が
全
体
の
約
３
割
を
占
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
も
、
も
っ
ぱ
ら
節
税
を
ア
ピ
ー
ル

し
て
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
へ
の

加
入
を
勧
め
る
も
の
が
数
多
く
存
在

し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
令
和
６

年
度
税
制
改
正
で
、
中
小
企
業
倒
産

防
止
共
済
を
解
約
し
た
あ
と
再
加
入

し
た
場
合
、
解
約
し
た
日
か
ら
２
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
支
出
す

る
共
済
掛
金
に
つ
い
て
は
、
事
業
所

得
の
必
要
経
費
ま
た
は
法
人
の
損
金

の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
り
ま
し
た（
図
参
照
）。
こ

の
改
正
は
、
令
和
６
年
10
月
１
日
以

後
の
解
約
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

表２　解約手当金の支給率
任意解約 機構解約 みなし解約

契約者が任意に行う解約 掛金の滞納などの事由に
よる、機構が行う解約

契約者の死亡、解散、会
社分割などの場合

掛
金
納
付
月
数

１か月～11か月 00% 00% 00%
12か月～23か月 80% 75% 85%
24か月～29か月 85% 80% 90%
30か月～35か月 90% 85% 95%
36か月～39か月 95% 90% 100%
40か月以上　　 100% 95% 100%

※個人事業主の場合は、「損金算入」を「事業所得の必要経費に計上」と読み替えてください。

図　改正内容のイメージ

再加入可能
損金算入不可

解約から
２年後

加入 解約

損金算入可能 損金算入可能
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求
職
者
と
企
業
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を

解
消
し
、
円
滑
な
労
働
移
動
を
促
進

し
て
い
く
た
め
に
は
、
求
職
者
が
求

め
る
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
こ
と

が
有
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
企
業
の
情
報
公
表
の
在
り
方
等
に

つ
い
て
行
わ
れ
た
調
査
（
厚
生
労
働

省
）
で
は
、「
自
身
が
経
験
し
た
転

職
・
就
職
活
動
の
中
で
入
手
し
た
企

業
の
職
場
情
報
と
比
較
し
、
転
職
・

就
職
後
に
働
き
始
め
て
か
ら
知
っ
た

実
際
の
職
場
環
境
と
の
間
に
自
身
に

と
っ
て
不
都
合
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ

た
者
」
は
、
全
体
の
約
６
割
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
労
働
条

件
に
限
ら
ず
職
場
に
関
す
る
種
々
の

情
報
を
適
切
に
提
供
し
、
実
際
の
職

場
環
境
等
と
の
乖
離
を
解
消
す
る
こ

と
が
必
要
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、
令
和
６
年
３
月
に
厚
生

労
働
省
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
「
求
職

者
等
へ
の
職
場
情
報
提
供
に
当
た
っ

て
の
手
引
」（
以
下「
手
引
」）に
基
づ

き
、
企
業
等
が
職
場
情
報
を
提
供
す

る
に
当
た
っ
て
の
課
題
や
対
応
策
等

を
解
説
し
ま
す
。

一

　法
令
等
に
よ
る
開
示
・

　提
供
項
目

　
労
働
関
係
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ

て
い
る
開
示
・
提
供
項
目
お
よ
び
資

本
市
場
に
お
け
る
企
業
等
の
非
財
務

情
報
（
人
的
資
本
関
係
）
の
開
示
に

係
る
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
次
の

３
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑴
　
労
働
者
の
募
集
に
当
た
っ
て
開

示
・
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

　
労
働
者
の
募
集
等
に
当
た
っ
て

は
、
求
人
票
や
募
集
要
項
等
に
お
い

て
、
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
職

業
安
定
法
）、
ま
た
、
そ
の
募
集
が

新
卒
者
等
を
募
集
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
募
集
・

採
用
に
関
す
る
状
況
、
職
業
能
力
の

開
発
・
向
上
や
職
場
定
着
の
促
進
に

関
す
る
取
組
状
況
に
つ
い
て
の
情
報

提
供
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
若
者

雇
用
促
進
法
）。

⑵
　
労
働
者
の
募
集
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
定
期
的
な
公
表
が
求
め
ら

れ
る
も
の
又
は
公
表
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の

　
企
業
等
に
お
け
る
人
材
の
多
様
性

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
キ
ャ

リ
ア
形
成
や
労
働
者
の
職
業
生
活
と

家
庭
生
活
の
両
立
を
図
る
観
点
か

ら
、
該
当
す
る
企
業
等
に
お
い
て
、

開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
具
体
的
に
は
、

・
中
途
採
用
者
数
の
割
合
（
労
働
施

策
総
合
推
進
法
）

・
育
児
休
業
の
取
得
状
況
（
育
児
介

護
休
業
法
）

・
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
取
得
企
業
の

次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
実
施
状

況
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
）

・
女
性
の
活
躍
状
況
（
女
性
活
躍
推

進
法
）

な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

⑶
　
資
本
市
場
に
お
い
て
企
業
が
提

供
す
る
非
財
務
情
報
（
人
的
資
本

関
係
）

　
資
本
市
場
に
お
い
て
は
、
企
業
の

非
財
務
情
報
の
開
示
の
取
組
が
進
め

ら
れ
て
お
り
、令
和
４
年
５
月
に
は
、

人
的
資
本
経
営
を
実
践
に
移
し
て
い

く
た
め
の
取
組
、
重
要
性
及
び
工
夫

を
ま
と
め
た
「
人
的
資
本
経
営
の
実

現
に
向
け
た
検
討
会
報
告
書
〜
人
材

版
伊
藤
レ
ポ
ー
ト
２
・
０
〜
」
が
公
表

さ
れ
、
令
和
４
年
８
月
に
は
「
人
的

資
本
可
視
化
指
針
」
に
よ
り
、
資
本

市
場
へ
の
情
報
開
示
の
在
り
方
等
が

整
理
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
５
年
３
月
期
決
算
か

ら
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
人

材
育
成
方
針
や
社
内
環
境
整
備
方
針

の
ほ
か
、
女
性
活
躍
推
進
法
等
に
よ

り
公
表
し
て
い
る
場
合
に
は
、
女
性

管
理
職
比
率
、
男
女
の
賃
金
の
差
異

等
に
つ
い
て
記
載
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
（
企
業
内
容
等
の

開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
）。

二

　求
職
者
等
が
開
示
・
提
供
を

　求
め
る
情
報
等

　
手
引
の
策
定
に
あ
た
り
実
施
し
た

転
職
経
験
者
、
求
人
企
業
及
び
民
間

人
材
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
対
象
と
す

る
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
お
い
て
、
求
職

者
等
は
、
主
に
、
次
の
項
目
を
求
め

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

⑴
　
情
報
の
内
容

①

　企
業
等
・
業
務
に
関
す
る
情
報

・
企
業
等
の
安
定
性

求
職
者
等
へ
の

職
場
情
報
提
供
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・
事
業
・
業
務
内
容
（
自
身
の
望

む
仕
事
が
で
き
る
か
、
自
ら
の

強
み
を
活
か
せ
る
か
）

・
業
務
に
よ
り
習
得
で
き
る
ス
キ

ル
、
入
社
後
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

②

　職
場
環
境
に
関
す
る
情
報

・
在
宅
勤
務
、
テ
レ
ワ
ー
ク

・
女
性
活
躍
の
状
況
、
男
性
育
休

取
得
率
、
女
性
比
率

・
育
児
休
業
、
短
時
間
勤
務
等

・
職
場
の
雰
囲
気
、
社
風

・
社
員
の
定
着
率

③

　労
働
条
件
・
勤
務
条
件

・
賃
金
（
昇
給
等
の
中
長
期
的
な

見
通
し
含
む
）

・
所
定
外
労
働
時
間
（
残
業
時

間
）、
所
定
労
働
時
間
、
有
給

休
暇
取
得
率

・
副
業
・
兼
業
の
可
否

・
転
勤
の
有
無

④

　求
職
者
等
の
属
性
に
よ
る
傾
向

　【転
職
者
の
場
合
】

・
経
験
者
採
用
等
割
合
、
経
験
者

採
用
等
の
離
職
率

・
研
修
制
度
、
オ
ン
ボ
ー
デ
ィ
ン

グ
制
度
、
フ
ォ
ロ
ー
体
制

・
過
去
に
同
部
署
に
入
社
し
た
人

の
経
歴

　【非
正
規
雇
用
労
働
者
の
場
合
】

・
就
職
後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
（
昇

給
制
度
及
び
教
育
訓
練
の
有
無

等
）

・
正
社
員
転
換
制
度
の
有
無
及
び

正
社
員
転
換
実
績

⑵
　
情
報
の
単
位

　
ミ
ス
マ
ッ
チ
防
止
の
観
点
か
ら
、

所
属
す
る
予
定
の
部
署
や
担
当
す
る

予
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
単
位

等
で
の
情
報
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
部
署
単

位
等
の
詳
細
な
情
報
に
つ
い
て
ま

で
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
求
人
情
報
の

中
で
広
く
開
示
す
る
こ
と
は
、
情
報

量
が
過
多
に
な
る
等
の
懸
念
も
あ
り

ま
す
。
情
報
量
過
多
へ
の
対
応
に
つ

い
て
は
後
述
し
ま
す
。

三

　情
報
提
供
の
課
題
・
対
応

　
職
場
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ

て
の
課
題
や
、
そ
の
対
応
例
を
紹
介

し
ま
す
。

⑴
　
提
供
時
期
・
提
供
方
法

　
求
職
者
等
に
対
し
て
職
場
情
報
を

提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
や
求
人
票
、
募
集
広
告
で
広

く
一
般
に
開
示
、
面
談
の
場
、
職
業

紹
介
事
業
者
経
由
に
よ
る
提
供
等
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

⑵
　
提
供
す
る
情
報
の
量

　
求
職
者
等
が
求
め
る
情
報
は
多
様

で
す
が
、情
報
量
が
過
度
に
多
い
と
、

全
体
的
に
わ
か
り
づ
ら
く
な
り
、
求

職
者
等
に
情
報
が
伝
わ
り
き
ら
な
い

こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
対
応
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
段

階
に
応
じ
た
提
供
が
考
え
ら
れ
ま

す
。

 

例
１
　
応
募
段
階
（
求
人
票
や
募
集

情
報
）で
は「
企
業
全
体
」の
働
き

方
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、

選
考
段
階
に
お
い
て
「
部
署
単
位

等
」
の
働
き
方
等
に
関
す
る
情
報

を
提
供
す
る
。

 

例
２
　
応
募
段
階
（
求
人
票
や
募
集

情
報
）
で
は
数
値
情
報
や
取
組
状

況
を
提
供
し
、
選
考
段
階
に
お
い

て
、
補
足
と
し
て
職
場
の
雰
囲
気

等
の
定
性
的
な
情
報
を
提
供
す

る
。

⑶
　
数
値
情
報
の
提
供

　
数
値
情
報
は
、
企
業
等
に
お
け
る

取
組
の
状
況
を
端
的
に
把
握
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
複
数
の

企
業
等
の
間
で
の
比
較
が
容
易
と
な

る
こ
と
か
ら
、
求
職
者
等
の
企
業
選

択
に
資
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

　
法
令
に
お
け
る
定
義
等
に
基
づ
き

算
出
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
任
意
に
提
供
す
る
数
値
情
報
に

お
い
て
は
、
そ
の
算
出
に
用
い
て
い

る
数
値
の
定
義
や
算
出
方
法
が
企
業

等
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
ま
す
。

　
そ
の
定
義
や
算
出
方
法
、
注
釈
等

を
付
記
し
、
求
職
者
等
の
誤
解
を
招

く
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
で
す
。

⑷
　
情
報
の
正
確
性

　
情
報
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
最
新

の
情
報
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も

の
の
、
内
容
に
よ
っ
て
は
、
更
新
作

業
に
過
度
の
負
担
を
要
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
た
め
、
企
業
等
の
体
制

等
と
比
較
考
量
し
つ
つ
検
討
し
、
更

新
し
た
時
期
や
次
回
の
更
新
予
定
時

期
を
併
せ
て
提
供
し
て
い
く
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

⑸
　
中
小
企
業
等
に
お
け
る
情
報
発

信
　
中
小
企
業
等
に
お
い
て
は
特
に

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
整
備
や
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲
載
す
る
情
報
の
更
新
に
係

る
負
担
が
大
き
い
と
い
う
課
題
が
あ

り
ま
す
。
少
な
い
負
担
で
求
職
者
等

に
対
す
る
情
報
提
供
を
行
う
場
合

は
、
厚
生
労
働
省
が
設
け
て
い
る
職

場
情
報
総
合
サ
イ
ト
（
し
ょ
く
ば
ら

ぼ
）
等
を
活
用
し
て
い
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。



8 月号─8

　個人商店では、お客様が減ったから何か
お客様を増やす方法を考えようというパ
ターンをしばしば見かけます。しかし、そ
の前に決めるべきこと・やることがあると
考えます。
　先ず、決めるべきことは「生活をしなが
ら商売を続ける」のか、それとも「経営を
する」のか、です。
　生活をしながら商売を続行する場合では、
現在の商店主が健康なうちは商売を続ける
というものです。
　そして、その後は①他人に貸して賃料を
もらうか、②廃業するか、③後継者に引き
継ぐか、です。この場合、売上げが減少中
なども見られます。いずれにしても成長は
望みにくく、衰退していくことが多いです。
　では、個人商店が「経営をする」場合です。
　よく考えがちなのは、商店主が経営学を
しっかり勉強して「人・モノ・カネ」につ

いて現状を検証して利益を出し続ける仕組
みを作るといった抽象的なものです。
　むしろ、現実的な戦略は、家庭の生活に
いくらお金がかかるのかを決め、その上で
商売にいくらかかるのか“生活資金と商売
の運転資金を一緒にしないこと”をベース
において、自分達の人材力、商品力、資金
力から考えて「何をどこまでできるのか」
考えて決めていくことだと思います。

東京で多店舗経営の食品スーパーS店の例
　S店は開業当初はSさんと奥さんの2人
の八百屋さんでした。何とか大きい店にし
たいと2人で話し合いました。「いったい
うちはいくらあれば生活ができるんだ」「余っ
たお金はお客様のために使おう」。
　良い商品を提供することを優先し、地の
利は悪いものの東京では新鮮な野菜を集積
するO市場から仕入れ、余裕のある資金は
売り値を低くするために回していきました。
現在のSさんは、メガバンクも認める経営
者です。

個人商店経営の基本

　20代の頃、上司から「とにかくメモを取
れ」と言われた人は多いことでしょう。メ
モを取れば仕事のミスも減りダンドリもう
まくいくと教えられたものです。
　さて、清掃業界は顧客からのクレームが
出やすい。特にトイレですが、当仕事を担
当する女性のパートの入れ替わりが激しい。
　Tさんは百貨店、複合商業施設、病院等
の現場で長年にわたりトイレの清掃指導を
行っています。そして、指導ではいつも「メ
モ用紙をポケットに入れ、気が付いたこと
は書いておいてください」と話します。
　Tさん自身、当業界に入ったのは30代
始めの頃でした。以来、当時の先輩に言わ
れたメモを取ることを守っています。それ
は、その効用を何度も体験しているからで
す。
　Tさんは、「私の経験はメモに書いてあり、
これをまとめれば“トイレ清掃”の題で一
冊の本になります」、とも話します。

メモ書きの効用　
世
の
中
の
経
済
は
複
利
の
考
え
で

動
い
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
会
社
の

目
標
で
「
現
在
の
売
上
高
を
２
倍
に

し
よ
う
、
X
年
ま
で
に
」
と
い
っ
た

場
合
、
複
利
で
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
X
年
を
計
算
す
る
簡
単
な

方
法
が〝
72
の
法
則
〞で
す
。

　
例
え
ば
、
A
I
の
分
野
は
年
15
％

成
長
と
す
る
と
、
72
÷
15
＝
４
・
８

で
す
。
５
年
間
た
ら
ず
で
２
倍
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
逆
に
年
３
％

縮
小
し
て
い
く
業
界
で
は
、
72
÷
３

＝
24
で
す
か
ら
、
24
年
間
で
業
界
規

模
は
２
分
の
１
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
あ
な
た
が
学
生
に
、「
来

年
卒
業
す
る
け
れ
ど
何
処
に
就
職
し

た
ら
よ
い
か
」
と
相
談
さ
れ
た
ら
、

ど
の
よ
う
に
答
え
ま
す
か
？

　
通
常
は
、
伸
び
て
い
る
業
界
の
中

に
あ
る
会
社
を
勧
め
ま
す
が
、
も
ち

ろ
ん
下
り
坂
の
業
界
の
会
社
で
も
、

そ
の
会
社
は
成
長
分
野
へ
の
進
出
を

狙
う
戦
略
を
取
る
の
で
す
が
。

複
利
の
考
え
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